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説 明 書 
 
 国立大学法人東北大学（青葉山３外）法面等災害復旧整備事業の契約予定者を公募型プ

ロポーザル方式により選定するに当たり、この応募に係る参加表明書及び技術提案書の提

出に関する詳細は下記によるものとする。 
 
 

記 
 
１ 公 示 日     平成２４年６月１５日（金） 
 
２ 発 注 者     国立大学法人東北大学理事 佃 良彦 

 
３ 担 当 部 署     〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 
                     国立大学法人 東北大学施設部 計画課契約・監理室 契約・監理係 
                     電話 022-217-4946 
 
４ 事 業 概 要 
  (1) 事 業 名 東北大学（青葉山３外）法面等災害復旧整備事業 
  (2)  事業内容  「東北大学（青葉山３外）法面等災害復旧整備事業」は平成２３年東北

地方太平洋沖地震で被害を受けた青葉山１団地と青葉山３団地の法面等

を復旧する事業である。 

求められる条件の下で選定された事業実施者が設計から施工までを一

括して実施するものである。 

  (3)  履行期限  平成２５年３月２９日（金） 

(4) 本事業においては、事業実施者を選定するため、設計及び工事施工の観点から｢技

術提案｣（以下、｢技術提案書｣という。）を受け付け、定められた条件の中で提案さ

れた技術評価が最も高い者を契約予定者とし、契約内容について確認合意後に事業実

施者として決定する。 

(5) 本事業における工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２

年 法律第１０４号）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等

の実施が義務づけられる。 

 

５ 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 
     別紙の「参加表明書（技術提案書）作成要領」のとおり 

 
６ 技術提案書の提出者に要求される資格 

（1） 国立大学法人東北大学契約事務取扱細則第６条及び第７条の規定に該当しない者で

あること。 

（2） 文部科学省における土木一式工事に係るＡ又はＢ等級の一般競争参加資格の認定を
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受けていること。（会社更生法（平成１４年 法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年 法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争

参加資格の再認定を受けていること。） 

（3） 平成９年度以降に、元請として完成・引渡が完了した次の要件を満たす同種工事の

施工実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以

上の場合のものに限る。） 

・崩落法面の復旧工事又は土地造成工事を施工した実績 
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が上記の施工実績を有するこ

と。 
(4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任（設計期間を

除く）で配置できること。なお、施工場所から半径５ｋｍ以内の土木一式工事又は東

北大学が発注する仙台市内の土木一式工事については、同一の主任技術者が２件まで

管理することを認める。 

① １級土木施工管理技士又は１級建設機械施工技師の資格を有する者であること。 

② 平成９年度以降に上記③に掲げる同種工事の経験を有する者であること。経常建

設共同企業体にあっては、１社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を

有していればよい。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者又はこれに準ずる者であること。 

④ 経常建設共同企業体にあっては、代表者以外の構成員については、上記ア．に定

める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を専任（設計期間を除く）で配

置できること。 

（5） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続き開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（6） 参加表明書の提出期限の日から契約の時までの期間に、国立大学法人東北大学から、

「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１８年１月２０日付け１

７文科施第３４５号 文教施設企画部長通知）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（7） 本学が本事業について要求水準書の作成業務を委託している株式会社ササキカンパ

ニーリミテドが協力会社として参加していないこと。 

（8） 本件に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（9） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり当該状態が継続している者でな

いこと。 
   

７ 事業者を選定するための評価基準等 

（1）企業の技術力〔審査のウェートは80分の13〕 

（2）企業の信頼性・社会性〔審査のウェートは80分の7〕 

（3）事業の実施計画〔審査のウェートは80分の60〕 
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詳細は評価項目及び評価基準等のとおり 

 
８ 契約書作成の要否等  要 
 
９ 支払条件   委託報酬は、２回に支払う。 

 
10 参加表明書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 上記６(2)に掲げる資格を満たしていない者も参加表明書を提出することができる

が、記13(1)の技術提案書の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければな

らない。 

  (2) 参加表明書の提出期限、場所及び方法等 
     ① 提出期限   平成２４年６月２５日(月)１５時００分 ただし、行政機関の休日

に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休

日（以下「休日」という。）は受け付けない。 
     ②  提出場所  記３に同じ 
     ③  提出方法   持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 
           ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によ

          るものは受け付けない。 
     ④ 提出部数 参加表明書（表紙）１部 

＜添付書類＞ 

ア．文部科学省における平成２３・２４年度土木一式工事に係るＡ

又はＢ等級の一般競争（指名競争）の参加資格の認定を受けてい

る「参加資格認定通知書」の写１部。 

イ．平成９年度以降に、元請として完成・引渡が完了した同種工事

（・崩落法面の復旧工事又は土地造成工事を施工した実績）の施

工実績を証明する書類（契約書等）の写し 
ウ．同種工事の施工実績申請書 

  (3)  記６(2)に掲げる資格を技術提案書の提出期限の日までに提出することを前提に、

参加資格申請をする者は、該当する参加資格申請について申請中である旨の書面（様

式任意）を提出すること。 
 
11 参加資格が認められなかった者への通知等 
   競争参加資格の審査により参加表明者が、記６に掲げる資格を満たしていないと判断

 された場合は、平成２４年６月２８日（木）までに書面で通知する。 

  なお、参加資格申請をする者が多数となった場合は、上記10（2）の書面審査の評価の

上位者にのみ技術提案の要請を行うことがありうる。この結果は、平成２４年６月２８

日（木）までに書面で通知する。 

  また、要請先は平成２４年６月２９日（金）から記３において閲覧公表する。 

 
12 参加資格が認められなかった理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等 
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  (1) 参加資格が認められなかった者は、書面（様式は自由）によりその理由について説

明を求めることができる。 
  (2)  質問書の提出期限、場所及び方法 
     ① 提出期限  平成２４年７月９日（月）１７時００分 ただし、土曜日及び日曜

日は受け付けない。 
     ②  提出場所   記３に同じ 
     ③  提出方法   持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 

  ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によ

るものは受け付けない。 
  (3) (1)の質問に対する回答期限及び方法 
     ① 回答期限  平成２４年７月１９日（木）１７時００分  
     ②  回答方法   質問回答書を郵送する。 
 

13 技術提案書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 技術提案書の提出期限、場所及び方法等 
     ① 提出期限  平成２４年７月２０日（金）１５時００分 ただし、土曜日及び日

曜日は受け付けない。 
     ②  提出場所  記３に同じ 

     ③  提出方法  持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 
          ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によ 

         るものは受け付けない。 
     ④ その他  詳細は「参加表明書（技術提案書）作成要領」のとおり 
  (2) 提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものと

みなす。 
 
14 ヒアリング 
  (1)技術提案書の特定に当たっては、以下のとおりヒアリングを実施する。 
   ①実施予定日 平成２４年７月３０日（月） 
   ②出席者   ３名以内とする。 
  (2)ヒアリングの場所、時間及び留意事項については、別途通知する。 
 
15 事業者の選定  
  (1) 技術提案者が、記６に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記13(1)の提出期

   限の日を基準日として行う。 
  (2) 記６に掲げる資格を満たしている技術提案者の技術提案書の中から、記７に掲げる

基準に基づき、事業者を選定する。なお、当該技術提案書に次ぐ技術提案書を次順位

として選定する場合がある。 
  (3) (2)の選定の結果は、平成２４年７月３１日（火）までに書面で通知する。 
     書面により通知するとともに、選定結果及び選定された事業者の技術提案書を閲覧に

より公表する。 
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  (4) 閲覧の開始及び場所 
     ① 閲覧開始  平成２４年８月１日（水）から 

     ②  閲覧場所   記３に同じ 
     ③  閲覧時間   １０時００分から１７時００分まで 
 
16 非選定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等 
  (1) 選定されなかった者は、書面（様式は自由）によりその理由について説明を求める

ことができる。 
  (2)  質問書の提出期限、場所及び方法 
     ①  提出期限  平成２４年８月９日（木）１７時００分 ただし、土曜日及び日曜

日は受け付けない 
     ② 提出場所 記３に同じ 
③  提出方法 持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 

ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送による

ものは受け付けない。 
  (3) (1)の質問に対する回答期限及び方法 
     ① 回答期限  平成２４年８月２４日（金）１７時００分 
     ②  回答方法  質問回答書を郵送する。 
 
17 事業者選定委員会委員の公表 
  (1) 本手続に係る審査を行う事業者選定委員会委員を下記により公表する。 

  (2) 閲覧の開始及び場所 
     ① 閲覧開始  平成２４年８月２７日（月）から 
     ②  閲覧場所   記３に同じ 
     ③  閲覧時間   １０時００分から１７時００分まで 
 
18 質問書の提出期限、場所及び方法等 

  (1) 質疑を２回設けるので、要求水準書や説明書質問がある場合は、該当箇所を明記し

た書面（様式は自由）により提出すること。 
  (2) 第１回質問 
 ① 提出期限  平成２４年６月２５日（月）１７時００分まで  ただし、土曜日

及び日曜日は受け付けない。 

     ② 提出場所  記３に同じ 
     ③  提出方法  持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 

            ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によ

          るものは受け付けない。 
     ⑤ 回答期限  平成２４年６月２８日（木）１７時００分 

     ⑥  回答方法   質問回答書を参加者に郵送する。 

  (3) (2)⑥の質問回答書の閲覧期間及び場所 

     ① 閲覧期間  平成２４年６月２９日（金）から平成２４年７月２０日（金）まで。
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 ただし、土曜日及び日曜日は行わない。 

     ②  閲覧場所    記３に同じ 

     ③  閲覧時間    １０時００分から１７時００分まで 

 

  (4) 第２回質問 

 ① 提出期限  平成２４年７月９日（月）１７時００分まで  ただし、土曜日及

び日曜日は受け付けない。 

     ② 提出場所  記３に同じ 
     ③  提出方法  持参又は郵送（書留郵便又は配達記録郵便に限る。）すること。 

            ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によ

          るものは受け付けない。 
     ⑤ 回答期限  平成２４年７月１３日（金）１７時００分 

     ⑥  回答方法   質問回答書を参加者に郵送する。 

  (5) (2)⑥の質問回答書の閲覧期間及び場所 

     ① 閲覧期間  平成２４年７月１７日（火）から平成２４年７月２０日（金）まで。

 ただし、土曜日及び日曜日は行わない。 

     ②  閲覧場所    記３に同じ 

     ③  閲覧時間    １０時００分から１７時００分まで 

 
19 その他 
  (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
  (2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は、参加表明者及び技術提

案者の負担とする。 
  (3)  契約保証金  納付。ただし、履行保証保険等の場合は免除 

  (4) 参加表明書又は技術提案書の無効等 
    ① 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は無効とし、事業者の選

定についてはこれを取り消す。 
    ③ 参加表明書又は技術提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがあ

る。 
      ア 別紙の「参加表明書（技術提案書）作成要領」に示された条件に適合しないも

の。 
      イ 提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。 
      ウ  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 
      エ  記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 
      オ  許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 
  (5) 手続における交渉の有無   無 
  (6)  当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約に

   より締結する予定の有無   無 
  (7) 関連情報を入手するための照会窓口  記３に同じ 
  (8)  参加表明書及び技術提案書は返却しない。 
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  (9) 参加表明書及び技術提案書は、本手続以外に参加表明者及び技術提案者に無断で使

用しない。ただし、参加表明書及び技術提案書は、公正性、透明性及び客観性を確保

するため必要があるときは、公表することがある。 

  (10) 参加表明書及び技術提案書は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成

することがある。 
  (11) 参加表明書及び技術提案書の提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の

差し替え及び再提出は認めない。 

  (12) 技術提案書に記載された担当予定者は、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由が

あると認めた場合を除き変更することはできない。なお、本学が変更を認めた場合を

除き当該技術者を配置できない場合は、事業者としての選定を取り消すことがある。 

  (13) 参加表明書及び技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了

解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。 


